
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（母子保健事業） 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども家庭課 

個人情報ファイルの利用目的 
母子保健事業に係る妊婦健診や乳幼児健診受診記録や訪問記録を

管理するため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５世帯情報、６異動日・事

由、７個人番号、８国保資格、９課税情報、１０生保受給情報、１

１小学校区、１２母子手帳番号、１３出生連絡票記載内容、１４乳

幼児健診の詳細記録、１５乳幼児健診精密検査の詳細記録、１６乳

幼児相談業務詳細記録、１７健診事後指導詳細記録、１８妊娠届記

載内容、１９妊婦健診受診結果詳細、２０赤ちゃん訪問詳細記録 

記録範囲 妊婦・乳幼児健診を受けた者、相談者、訪問を受けた者 

記録情報の収集方法 
・妊婦・乳幼児健診の健診票、問診票など 

・相談、訪問時の聞き取り 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 弘前大学（乳幼児健診の詳細記録について、委託研究のため） 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 
弘前市健康こども部こども家庭課（こども家庭センター）、弘前市

企画部法務文書課 

所在地 

036-8003 

青森県弘前市大字駅前町9番地20 ヒロロ３階 

036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町1番地1 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 


